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１．基本的な考え方 

 

 滋賀県における下水道用マンホール蓋の基準においては、これまで具体的な材料・寸法・形状などを

図面によって規定し、これらの図面化された諸元を実現することで求められる目標性能が実現される

という「仕様規定」の考え方で構成され、それにしたがった「仕様書」を制定してきた。この考え方に

おいては具体的な製品の適合性審査が容易である一方、目標性能自体を明示的かつ体系的に把握する

ことや、ライフサイクルコストを勘案した創造的なコスト削減策、技術革新に対応することが困難で

ある。 

 そこで、目標性能を直接的に規定することで社会への説明性を透明化するとともに、目標性能の実現

方法の多様化を認めるという「性能規定」の考え方を導入することとし、「琵琶湖流域下水道用マン

ホール蓋性能規定書」を定めることとした。 

 性能規定の設定にあたっては、マンホール蓋の耐用年数である 15 年間の供用期間中に想定される

蓋への負荷量を設定し、逆算により最適な初期設定値を求める限界状態設計法の考え方を用いること

とした。 

 

２．常時及び雨天時の車両通行に対する安全性能 

 

 2-1 耐スリップ性（蓋表面構造） 

 蓋の上を通行するときに感じるスリップや転倒に対する不安および実際の事故を蓋の耐用年数に

わたり予防するため、アスファルト舗装の滑り抵抗との一体化の視点で、蓋表面の摩擦係数を適切な

評価方法に基づき規定すると同時に、耐用年数において車両通行による蓋表面の摩耗を想定した状態

での限界性能までも規定することが重要である。 

 一般的に蓋に採用される絵柄デザインの場合は、デザインに方向性がありスリップに影響を与える

可能性が高い。またその場合、アスファルト舗装の滑り抵抗評価に用いられている評価方法に加え、

方向性に対する滑り抵抗も含めた表面評価試験が必要となる。 

 そのため、初期状態及び限界状態の蓋が濡れたアスファルト舗装と同等以上の摩擦係数を有してい

ることについて、製造業者が提示する設計図書等により試験方法、試験条件および基準値の適切性を

滋賀県琵琶湖環境部において、妥当性評価、確認を行うこととした。 

 

 2-2 耐がたつき性(蓋、受枠の勾配支持構造) 

 製造や設置初期状態で蓋のがたつきがなくても、耐用年数において、蓋上の車両通過、車輪移動に

伴い、微小な揺動が勾配面で生じ徐々に摩耗が進行する。その結果、目に見える局部的な摩耗が発生

し、ある限界を超えると急激に大きな揺動・がたつきを起こし、蓋飛散事故を引き起こすようになる。 

 そのため、初期状態を規定するだけでなく、実際に大型車両通過を想定した評価方法にて、耐用年

数に対する安全性も評価することが必要となる。 

  



－2－ 

 

 また、耐がたつきのためには、受枠がボルト緊結を行っても変形することなく施工されることが前提

となり、更に耐がたつきのために蓋への喰い込みを過剰に発現させる手段を採用すると同時に規定する

圧力解放や開蓋性に支障をきたすことになるので、これらの条件とも両立しうる製品であることも規

定した。 

 

 ⑴ 初期性能の評価方法と基準 

 がたつきの発生は車両走行時の微小な変位が繰返し起こり、疲労摩耗が蓄積されるためであり、初期

の揺動量が小さいほど耐久性が向上すると言える。初期でがたつきのないことと基本的な耐久性確認を

目的として、交互偏荷重時の揺動量を規定する。 

 荷重試験機にて交互偏荷重を蓋両端に掛け、荷重を掛けた側と反対側の変位量を測定し、2 回目と

3 回目荷重時の変位差を揺動量として評価する。この際の試験荷重は、衝撃荷重 T25：140kN、T14：

80kN に対し、交互荷重の蓋載荷面積比 0.5 を乗じ T25：70kN、T14：40kN とした。 

 後述の限界性能を評価するがたつき耐久性試験の結果より、初期揺動量が 0.5㎜以下とすることが、

15 年相当のがたつき防止性能を維持できる目安となることにより、0.5 ㎜を基準とした。 

 

 ⑵ 限界性能評価における蓋上の車両走行条件の設定 

 (T25 の場合) 

 通行回数はアスファルト舗装要綱に記載される、設計交通量の区分である D交通(大型車両：3000台

以上/日)を適用した。15 年間の走行回数は蓋が車輪に踏まれる確率を 50％と想定し、同要綱で規定

される 5ｔ換算輪数の一輪荷重 5tf で通行回数 800 万回とした。 

 

    3000 回×365 日×15 年×0.5≒820 万回 ⇒ 約 800 万回とする。 

 

 (T14 の場合) 

 T14 を適用する車道の大型車両通行回数は明確なものがないため、ここでは A 交通（大型車両：100

～250 台/日）を適用し、その他の条件は T25 と同様に一輪 5tf とし 70 万回とした。 

 

    250 回×365 日×15 年×0.5≒68 万回 ⇒ 約 70 万回とする。 

 

 ⑶ 限界性能の評価方法（荷重条件と規定回数の設定）と基準 

 実際の走行状態を再現、あるいは同等のがたつき耐久性試験とし、かつ許容される所要時間で検査

できる試験機、試験条件を規定する必要がある。そこで、一輪荷重の 2 倍の荷重 100kN(10tf 相当)を

負荷可能とした試験機を用い、規定回数は T25：50 万回（＝800 万回÷24）、T14：5 万回（＝70 万回

÷24）とした。 

 これは、アスファルト道路の耐久性促進試験（社）日本道路協会「舗装の構造に関する技術基準・

同解説」）で適用している 4 乗側「交通荷重が舗装に与えるダメージは輪荷重の 4 乗に比例して指数

関数的に増加する」より、試験では 2倍の荷重を適用することで T25：800万回(T14：70万回)の走行回

数を「24」で除した T25：50 万回(T14：5 万回)を適用する。 
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 この条件で維持管理の条件(開蓋条件)を織り込んだ「がたつき耐久性試験」を行い、蓋揺動が限界

点に達し急激に揺動量が増加しないか、がたつき音が発生しないかを検査する。 

 なお、T25 および T14 が同じ勾配支持構造、加工条件の場合は、負荷条件が大きい T25 のみの検査

で可とすることもできる。 

 

 2-3 耐荷重強さ(蓋基本構造) 

 蓋は、道路上の空間に架けられた小さな橋と考えられるため、道路橋示方書に準拠して荷重強さを

設計する必要がある。 

 そこで、耐用年数に対する限界性能設計の考え方により、初期状態では長期間にて想定される多数の

繰り返し荷重に対し、蓋の変形を防止できる性能を有することを規定した。さらに、限界性能として

15年経過までに、蓋の平板部の肉厚やリブが一般的な下水環境((社)日本下水道協会「下水道管路施設

腐食対策の手引き(案)」に規定される腐食環境条件Ⅲ種相当)に曝され、腐食により減肉した場合に

おいても、車両通行の荷重に対して破損や蓋性能に有害な変形を起こさないことを規定した。 

 なお、発生応力の評価方法については、従来の評価方法の製品リブ等からひずみ測定を行い、その

ひずみ量より発生応力を算出する方法や工学や物理学などの分野で構造物の解析手法として用いられる

有限要素法(FEM 解析)による解析結果よって、評価できるものとしている。 

 

 ⑴ 初期性能の評価方法と水準 

 初期性能については道路橋示方書に準拠している JSWAS G-4 を適用し、荷重強さと破壊強度を規定

した。 

 

 ①発生応力評価の荷重条件 

 JIS A 5506「下水道用マンホール蓋」に準じ、T25 活荷重 100kN（T14 活荷重 55kN）に衝撃係数 0.4

を加えた衝撃荷重 T25：140kN（T14：80kN）を載荷した場合、種々載荷条件において製品に局部的に

発生する応力の最大値を評価すること。 

 

 ②初期性能の規定値（許容応力） 

 許容応力とは、車両荷重による繰り返し応力を受けても破壊せず、変形も残り得ない応力範囲で

あり、FCD700 の許容応力 235N/㎜ 2以下であることを規定した。 

 FCD700 の許容応力の公的規格値は存在しないため、道路橋示方書および JIS G 5502「球状黒鉛鋳

鉄品」に規定されている FCD400 の材料特性、つまり引張強さや耐力値と許容応力の比(安全率)を

ベースに算出した。 

  ケース 1：FCD700 の引張強度に対し、FCD400 の引張強度と許容応力の比から算出 

   FCD700 の引張強度（700N/㎜ 2）÷（400/140=2.85）＝ 245N/㎜ 2 

  ケーズ 2：FCD700 の耐力値に対し、FCD400 の耐力値と許容応力の比から算出 

   FCD700 の耐力値（420N/㎜ 2）÷（250/140=1.79）＝ 235N/㎜ 2 
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 検討の結果、以下の理由からケース 2：235N/㎜ 2を採用した。 

 ケース 2の方が許容応力値が低く安全側の規定値となること。また、道路橋示方書では、許容応力は

材料の基準降伏点(耐力)に対し安全率を見込んだ値であり、JIS に規定される構造用鋼材の安全率を

参考に、少なくとも同等以上の安全度を有するように設定」するよう指針があること。 

 

 ⑵ 限界性能の評価方法と水準 

 ①限界性能評価における腐食減肉代の設定 

 一般的な下水腐食環境(腐食環境条件Ⅲ種)での経過年数に対する腐食代の分析結果から、1 ㎜を

適用した。 

 

 ②限界性能の評価方法と規定値 

 衝撃荷重条件は、初期性能に準じる。この衝撃荷重を 1 ㎜減肉させた製品に載荷した時に発生する

応力が、製品が衝撃荷重を受けた際に変形し、元に戻らなくなる限度である FCD700 の耐力値 420N/㎜

2以下であることを評価する。 

 

 2-4 耐久性(材質) 

 蓋の材料は、供試材が Y ブロックの場合 JIS G 5502 に規定する球状黒鉛鋳鉄品と同等以上とし、

JSWAS G-4 を適用した。また、耐久性の観点から腐食についても規定し、さらに製品実体切り出しに

よる検査も規定した。 

 

 ⑴ 腐食減量の水準 

 検査方法は、塩酸水溶液(1：1)100ml 中に 96Hr 浸漬した後の減量を測定するものであるが、耐荷重

強さの限界性能を評価する際、腐食代を調査・設定したこれまでの材質水準から、蓋は 0.5g以下、受

枠は 0.8g 以下を規定した。 

 

 ⑵ 製品実体切り出し試験の必要性 

 Y ブロックと製品は、鋳造方案・鋳造方式・形状・鋳込みタイミングの違いなどで必ずしも、特性

値が同じであり、またお互い関係性が常に維持しているとは言えない。 

 よって、初期状態に対する材質面のチェックのみでなく、限界性能を有することの証明、限界性能

検査の前提条件である摩耗代などとの整合性確認のため、実体切り出し試験が必要となる。 

 

 ⑶ 製品実体切り出しの水準 

 鋳鉄品、中でも球状黒鉛鋳鉄品は、溶解方法・鋳造方案・鋳造方式・製品の形状などにより、凝固

過程における冷却状況、結晶粒の状態などの諸条件の差が、製品の機械的性質へ影響するため実体切り

出しの基準値は、引張強さ以外は Y ブロックの 90％で設定することを基本とする。 

 引張強さは、耐荷重強さ性能規定の解説の通り、許容応力値を JIS 規格の引張強さや耐力値に対し

安全度を有する際に設定したことから、Y ブロックと同様に 700N/㎜ 2以上とした。 



－5－ 

 

 蓋は引張強さ、伸び、硬さ、黒鉛球状化率を規定したが、受枠はその形状から JIS Z 2241「金属材

料引張試験方法」の 4 号試験片に準拠した試験片の作成が難しいことから、引張強さと伸びは省略し

た。 

 

3．豪雨時等における安全性能 

 

 3-1 蓋の圧力解放耐揚圧性 

 豪雨時等に下水管きょ内の内圧が上昇する際に、蓋の受枠への喰い込みが過剰な場合は、マンホール

内の圧力が上昇し続け、高い圧力で瞬間的に喰い込みが解け、大きな衝撃エネルギーが錠や蝶番に

作用し蓋が開放・飛散し、最悪の場合は通行人が転落するか、過剰な喰い込みの場合は受枠ごとの

隆起を招くこととなる。 

 よって、集中豪雨が多い環境変化においては、死傷災害の防止、下水道施設の損傷防止に向け、 

 ・適度に蓋の喰い込み力を制御し、適度な圧力で内圧を解放すること 

 ・その蓋浮上の際に錠や蝶番が極力破断しない連結構造とすること 

 ・蓋浮上中に車両通行時の安全性が確保されること 

 ・内圧低下後、蓋が受枠内に収納されること 

など、時間の経過、内圧挙動に対する安全性能を規定化することが重要である。 

 

 3-1-1 圧力解放時の内圧(蓋の喰い込み力)評価方法と水準 

 ①試験荷重 

 蓋の喰い込み力は、急勾配受けの場合、一般的に蓋が荷重を受け受枠が微小に押し広げられ沈み

込み、除荷後受枠が復元しようとし蓋を押上げる時の力のバランスが発生する。よって、この沈み込み

量が落ち着く荷重条件で圧力解放試験を行う必要がある。立会検査での時間も考慮し、繰り返し荷重

で、ほぼ沈み込み量が落ち着く T25の荷重たわみ試験の試験荷重 210kN(T14：120kN)を 10回載荷するこ

とで喰い込み力を評価する荷重条件とした。 

 

 ②圧力解放する時点の内圧基準 

 呼び 600 は、口径が大きく喰い込み力解除時に内圧を解放する性能が高いため、一定値まで内圧が

上昇する前に、また下水管きょに大きな損傷が発生する前に、喰い込み状態が解除され内圧を解放で

きる性能とした。 

 下水道に使われている継手で塩ビ管以外では、下水管路の鉄筋コンクリート管水密性の規格は、

0.1MPa 以上となっている。そのため、内圧発生時の管路保護への寄与の観点より、この圧力までに解

放する基準とした。塩ビ管以外とした理由は、比較的口径の小さい(規格自体も 600 までの設定)のも

のしかなく、下水道の内圧上昇の頻度が多いと考えられる管路の下流付近では、塩ビ管の施工は少

ないと考えられるためである。 
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 3-1-2 圧力解放時の機能部品強度の評価方法と水準 

 空気圧縮、又は水圧によって圧力解放する際の衝撃エネルギーが作用する瞬間においても、蓋は

受枠と連結状態を維持し、一定の高さ浮上し内圧を解放し続けるように、また、ウォーターハンマー

現象など瞬間的内圧発生時は、錠が優先破断し蝶番側は連結維持し、蓋毎の飛散を防止するため、 

 ・蓋と受枠を連結する機能部品の強度範囲 

 ・衝撃エネルギー発生度合いに影響する喰い込み力・浮上しろと錠強度の関係を規定する必要があ

る。 

 圧力解放に対する機能部品の強度は、蓋と受枠を反転し静荷重を掛け、錠が優先破断した際の耐揚圧

強度を測る方法が一般的であるが、実際に圧解放時に作用するのは衝撃エネルギーであり、圧力解放

試験時の衝撃エネルギーにおいても機能部品や受枠など機能部位に破断が発生しないことを確認する

べきであり、両試験の組み合わせで規定した。 

 

 ①耐揚圧荷重強度 

 錠と蝶番側に均等に荷重が掛かる条件で、空気圧縮、又は水圧による蓋喰い込み解除時の衝撃エネ

ルギーを伴う浮上でも錠も蝶番も破断しがたい強度下限値、さらには想定以上の内圧発生時は錠が優先

破断し、蝶番側は連結を維持し、蓋毎の飛散を防止するための性能を以下の通り規定した。 

 ・錠強度の下限・・・耐揚圧性能に対する錠強度の下限は、圧力解放基準 0.1MPa に対し、安全率

2(浮上しろ 20 ㎜以下の場合)を掛け 0.2MPa 相当とし、圧力解放時に錠が破断しにくい条件設定

とした。 

 ・錠強度の上限・・・錠破断時の荷重上限は、呼び 600 蓋が結合される組立マンホールにおいて

は、受枠緊結ボルトが鋼製と SUS 製が混在されている実態から、強度の低い M16 鋼製ボルト

（JIS B 1051：炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質の M16 強度区分 4.6 を適用）の 3 本

の保証荷重 106kN とした。 

    一本当たり保証荷重 35.3kN × 3 本 ＝105.9 ≒ 106kN 

 

 ②耐衝撃荷重強度 

 試験荷重を 10 回載荷し喰い込み状態を作った後に、空気圧縮、又は水圧による圧力解放試験にて

蓋浮上時の衝撃エネルギーで、機能部品に破断が生じないことを確認する。 

 耐揚圧強度試験で浮上開始圧力基準の 2倍以上（0.2MPa以上）の強度が確認されても、喰い込み力

と浮上しろの影響を受け錠および蝶番に作用する衝撃エネルギーが変化し、その程度によっては圧力

解放時に機能部品や蓋・受枠の機能部位が破断する可能性があるため当性能を規定した。 

 

 ③傾斜施工時の施錠性 

 「道路構造令」にて道路の縦断勾配は最大 12％、横断勾配は最大 5％とされており、これに準拠

し、最大縦断勾配 12％の傾斜においても圧力解放時に施錠していることを確認する。 
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 3-1-3 圧力解放中の蓋浮上性能の評価方法と水準 

 ⑴ 圧力解放中の蓋浮上しろ 

 蓋浮上しろの規定化の必要性と 20 ㎜の根拠は次の通りである。 

 ・浮上中の車両走行安全性・・・建設工事公衆災害防止要綱に基づき 20 ㎜を上限 

 ・全述の通り、圧力解放時の浮上しろを抑えることで、機能部品に作用する衝撃エネルギーを低減、

錠強度制御範囲との関係の中で 20 ㎜以下を提案 

 ・⑷項の内圧低下後の蓋段差を低減する効果 

 ・⑸項の傾斜施工時の内圧低下後の蓋収納性を確保する効果 

 

 ⑵ 圧力解放面積 

 JSWAS G-4 に準拠し、最小浮上しろから断面積を算出し、設計図書にて提示することとした。 

 

 ⑶ 蓋浮上中の車両方向時の施錠性 

 蓋浮上時、特に内圧が弱く施錠が緩い状態で、車両が通行した場合、開錠し蓋が開放されることを

防止するために規定した。開錠しやすい方向は製品によって異なる可能性があるので、多方面からの

走行試験が必要とされる。 

 車両走行の方向は、特に開錠しやすい方向としての蓋の開錠方向に加え、蝶番側から中央部と左右

の端 1/3、錠側から同様に中央部と左右の端 1/3。さらに製品を 90°回転し、同様に走行試験を行う。

また、車両走行速度は冠水時や水噴出時の走行で想定される 30 ㎞/h 程度とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑷ 内圧低下後の蓋段差 

 建設工事公衆災害防止要綱に基づく 20 ㎜に対し、安全率 2 で割り 10 ㎜とした。 

 

 ⑸ 傾斜施工時の内圧低下後の蓋収納性 

 傾斜地では、内圧低下後に蓋が受枠内に戻らず、道路上に滑りずれてしまい、その上を車両が通過

し、蓋の飛散や車両事故が発生することを防止する必要があり、この性能を水平設置とは別に規定し

た。 

  

蝶番側から 錠側から 錠右側から 錠左側から 
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 3-2 蓋の飛散防止性と転落防止性の評価方法と水準 

 ⑴ 蓋飛散防止のための機能部品強度 

  3-1-2①参照のこと。 

 

 ⑵ 転落防止装置 

 以下の様々な局面に対し転落防止性能が必要とされる。 

 ・豪雨時にマンホールに大きな圧力が掛かり錠が破断し、蓋が開放しても内圧により転落防止装置が

壊れたり離脱することなく、蓋開放中の通行人の転落を防止 

 ・施工作業時、維持管理作業時の作業者や周辺の通行人の転落を防止 

 よって、耐揚圧強度と耐荷重強度を規定した。 

 

 ①耐揚圧強度 

 JSWAS G-4 附属書に準拠し、蓋連結機能部品の上限強度 106kN から換算した圧力 0.38MPa までは、

転落防止装置も強度を有する必要があるため、設計図書により 0.38MPaと装置の投影面積の積で基準を

設定する。 

  耐揚圧強度(kN)=転落防止装置の投影面積(m2)×0.38(MPa)×1000 以上 

 

 ②耐荷重強さ 

 JSWAS G-4 附属書に準拠し、人の体重を最大範囲で 150 ㎏と設定し、安全率 3 を乗じ基準を設定

する。  150 ㎏ × 3 = 450 ㎏ ≒ 4.5kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

耐揚圧強度試験図 耐荷重強度試験図 
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4．常時、施工時、維持管理時の安全管理性能 

 

 4-1 施工品質の確保 

 製品の施工品質を確保することは、その後の製品の耐久性を保証するための基本管理事項である。

別途施工品質基準書にも規定するが、製品に対して特に要求する性能を以下の通りとした。 

 

 ⑴ 傾斜施工対応 

 道路構造令にて規定されている道路の最大傾斜 12％に準拠するため、この傾斜でも高さ調整駒を用

いた緊結ボルト、無収縮モルタル施工が確実に実施可能であることを規定した。 

 

 ⑵ 受枠変形防止 

 施工時に受枠にひずみが発生し、受枠勾配面が変形すると蓋ががたつき、飛散の原因となるため、

施工時には最も留意すべき管理ポイントとなる。 

 よって、最も受枠が変形しやすい傾斜施工時を想定し、下桝に受枠を緊結後の勾配面の楕円度を

評価する。変形はあってはならないのでノギス測定で楕円度を検出可能な 0.1 ㎜を基準とした。緊結

ボルトの締付けトルクはボルト強度より 80N・m とした。 

 

 4-2 維持管理の性能 

 供用期間においては、常時は蓋が適度に喰い込み、がたつきや飛散を防止し開蓋状態を維持するこ

とはもちろん、不法侵入、不法投棄を防止するために、容易に蓋を開放できない性能が要求される。

その一方で、施工時や維持管理作業時には専用工具にて喰い込み力が解除され開蓋作業ができること

が要求される。 

 

 ⑴ 常時の不法開放防止性、不法投棄防止性 

 専用工具以外のバールやつるはしなどでは、容易に開蓋できないこと、喰い込みが解除されたとし

ても施錠強度で不法投棄、不法侵入を防止できることを規定した。 

 施錠強度については、1.5ｍの棒状工具で 150㎏の体重(転落防止性能と同じ設定体重)による操作に

耐えられることとするが、錠の構造により要求される強度は異なるため、製造業者や製品ごとの設計

図書に基づき検査する。但し、ここでの錠強度の基準が耐揚圧強度の検査結果を流用し判定できる。 
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 ⑵ 雨水流入防止性能 

 雨水流入防止性能について、下記の⑵-1 または⑵-2 の性能を有するものとする。 

 ⑵-1 地形上冠水することが考えられる場所などに設置する蓋においては、雨水流入によって下水 

道内の最大流量、下水処理設備の能力超過を引き起こさないことが要求される。 

    蓋からの雨水の流入は、機能部品周囲だけでなく勾配面からも発生するため製品全体を囲み 

水の流出量を測定する。 

    水準は、公的な基準はないことにより 100ml/min とした。 

   又、雨水流入防止のために蓋の密閉性が高くなると、空気圧の逃げ場が少なくなりマンホール 

内の圧力が上昇しやすくなる。よって、雨水流入防止を高める一方で、圧力解放時の機能部品 

が破断することがないように、圧力解放性能も有することを規定した。 

 

 ⑵-2 下水道管路施設への雨天時の不明水流入は様々な流入経路があるが、マンホール蓋からの浸

入水量も可能な範囲で低減することが求められる。そのため，本規定のマンホール蓋には，初

期状態において，所定の雨水流入防止性能を有することを規定している。 

    試験方法は表面流水試験にて評価することとし、試験方法や試験条件は本性能規定書 h ン室

管理基準に記載している。なお、本規定のマンホール蓋の雨水流入防止性能については、500 ㎖

／分以下を満たすこととしている。 

 

 ⑶ 防食性能 

 蓋は、マンホール内で発生した硫酸に接する面で腐食が進行しやすく、腐食した蓋は、錠や蝶番等の

安全上必要な機能部品の脱落及び欠損、腐食に伴う減肉によるがたつきの発生、腐食生成物の堆積に

よる段差発生など、重大な人身事故に繋がるリスクが懸念される。また、腐食の進行により、蓋と受枠

が固着して開蓋が困難になるなど、維持管理面でのリスクも懸念される。 

 このため、蓋に対して、腐食の進行による性能劣化に伴う安全性の低下や管路点検等の維持管理へ

の支障を抑制するため、腐食環境Ⅲ類相当の設置箇所に使用する蓋の防食性能について規定した。 

 水準については、JSWAS G-4〔附属書 2〕に準拠し、試験液：pH1 硫酸水溶液 30 日間浸漬、加えて

劣化の目視判定を確認しやすくするため、中性液(硫酸ナトリウム水溶液)7 日間浸漬し、赤錆発生の

有無を確認する。 

 

 

 

 

 ⑷ 維持管理作業時の開放性確保 

 常時に蓋の喰い込み力が過剰な場合は、維持管理作業時の開蓋が困難となる。よって、圧力解放

試験と同様に荷重たわみ試験の試験荷重を 10 回載荷した上で、専用工具を模した開放力測定器に

おいて開放力を確認する。 

 蓋を開放するために必要な力の考え方として、「軽い力で開けられる」という条件が必要であり、
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専用工具を使用し、専用工具に体重を預けることで力を加えずに蓋を開けられることが必要となる。 

 蓋を開けるのに必要な力(体重)の条件は、以下のことから 500N とした。 

 ・作業者の高齢化や職域の多様化が進んでいること。 

 ・成人女性の平均体重が 50 ㎏程度であること。 

 

 4-3 施工作業時、維持管理作業時の安全性確保 

 施工作業時、維持管理作業時の作業者および周辺を通行する市民の安全確保のため、転落落下防止

機能を有する製品であること。 

 

 4-4 除雪作業時の衝撃緩和性確保 

 路面に対して蓋が突出した状態となった場合、積雪時の除雪作業において、除雪機械の排雪板と蓋の

衝突が想定される。この衝突に対して、除雪作業者の安全、受枠の変形による蓋の飛散、受枠の損傷

による蓋の基本性能への影響を考慮し、受枠上部外周に衝撃力を緩和する形状を有する製品であるこ

とを規定した。 


